
                  小谷野会計グループ 
〒151-0053 東京都渋谷区代々 木1-22-1 

JRE 代々木一丁目ビル 14 階 

TEL:03-5350-7435  FAX:03-5350-7436 

  

 

TEL.03(5350)7435   otoiawase＠koyano-cpa.gr.jp 

https://www.koyano-cpa.gr.jp/©KOYANO CONSULTING GROUP 無断転載・引用禁止 
 

はじめに 

 今年も残すところあと１か月になりました。毎

年この時期には税務手続きが多くございます。今

回は年末年始に行う申告、手続きについてご案内

いたします。 

 

１.年末調整について 

 年末調整とは、源泉徴収された税額の年間合計

額と年税額を一致させる精算手続きのことです。 

年末調整対象者は、勤務先に「扶養控除等申告

書」を提出している方ですが、給与収入金額が

2,000万円を超える方等は年末調整の対象ではな

く、確定申告を行います。 

 年末調整対象者は、勤務先に「扶養控除等申告

書」、「保険料控除申告書」、「基礎控除申告書兼配

偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」等

を提出し、勤務先が年末調整を行います。 

 

提出先：勤務先 

期限：特になし（一般的には 1月支払まで） 

 

２.給与支払報告書について 

 給与支払報告書は、給与支払者が給与受給者に対

して支払った前年中の金額などを給与受給者の 1月

1日現在居住の市区町村に提出するための書類とな

ります。この書類は、給与受給者の住民税を計算す

る際の基になります。提出書類は、個別明細書（源

泉徴収票）、総括表を提出します。 

 

提出先：給与受給者の 1月 1日現在居住 

している市区町村 

提出期限：1月末 

 

３.償却資産申告について 

 償却資産申告とは、個人や法人で事業を行ってい

る方が、1月 1日現在所有している土地及び家屋以

外の事業の用に供することができる資産を申告する

手続きのことです。 

 償却資産の対象となるものは、「構築物」、「機械

及び装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬

具」、「工具、器具及び備品」が対象となります。 
※車両及び運搬具の対象資産は「大型特殊自動車」に限る。 

 申告書類は、「償却資産申告書（償却資産課税台

帳）」、「種類別明細書（増加資産・全資産用）」、 

「種類別明細書（減少資産用）」を申告します。償

却資産申告をすることによって、それを基に償却資

産税が課税されます。課税標準額が 150万円未満の

場合、償却資産税は課税されません。 

 

提出先：都税事務所・市役所 

提出期限：1月末 

 

４.法定調書について 

 法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税

特別措置法」、「内国税の適正な課税の確保を図るた

めの国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」

の規定により税務署への提出が義務づけられている

書類になります。 

主な提出義務者は下記の通りです。 

 
提出先：税務署 

提出期限：1月末 

 

おわりに 

 今回は、年末年始に必要な申告、手続きについて

簡単にご紹介しました。年末年始はお休みも多いた

め計画的に進めていきましょう。         

（担当：中村） 

書類名 内容

給与所得の源泉徴収
票

俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他こ
れらの性質を有する給与の支払いをする
方。

退職所得の源泉徴収
票

法人の役員に対して退職手当、一時恩給
その他これらの性質を有する給与の支払
いをする方。

報酬、料金、契約金
及び賞金の支払調書

外交員報酬、税理士報酬など所得税法第
204条第1項各号ならびに所得税法第174
条第10号および租税特別措置法第41条の
20に規定されている報酬、料金、契約金
および賞金の支払をする方です。

不動産使用料等の支
払調書

不動産、不動産の上に存する権利、総ト
ン数20トン以上の船舶、航空機の借受け
の対価や不動産の上に存する権利の設定
の対価の支払をする法人と不動産業者で
ある個人の方です。

不動産等の売買又は
貸付けのあっせん手
数料の支払調書

不動産、不動産の上に存する権利、総ト
ン数20トン以上の船舶、航空機の売買ま
たは貸付けのあっせん手数料の支払をす
る法人と不動産業者である個人の方で
す。
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